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平成１６年６月２３日

報道機関　各位

情報化推進部情報企画課長
河　野　　　登

東広島市教育委員会との研究協力に関する覚
書の

調印式について

このたび、広島大学大学院教育学研究科と東広島市教育委員会は、

学校教育及び生涯学習の解決に向けて、別紙のとおり、研究協力に関

する覚書を交わす運びとなりました。

つきましては、下記のとおり、研究協力に関する覚書の調印式ならび

に記者会見を行いますのでお知らせします。

記

○調印式

日時 平成１６年７月１日（木）１０時～

場所 広島大学教育学部 第一会議室

（東広島市鏡山一丁目１番１号）

出席者 広島大学　大学院教育学研究科長　中原 忠男　ほか

東広島市教育委員会　教育長　荒谷 信子　ほか

○記者会見

調印式終了後１０時３０分から、教育学部第二会議室で行います。

【問い合わせ先】

広島大学大学院教育学研究科

社会貢献検討委員会委員長　若元 澄男

（研究科長補佐、初等カリキュラム開発講座 教授）

ＴＥＬ：０８２－４２４－７１４６

［発信枚数；Ａ４版　４枚（本票含む）］

・教育学研究科からのお知らせ ・研究協力に関する覚書

http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohog/press/h16/040623-2.html
http://home.hiroshima-u.ac.jp/kohog/press/h16/040623-3.html
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平成１６年６月２３日

各報道機関　殿

広島大学大学院教育学研究科
中　原　　忠　男

東広島市教育委員会との研究協力に関する覚
書について

今般，教育学研究科は東広島市教育委員会と別紙のような「研究協力

に関する覚 書」を交わし，地元教育界との連携を推進・強化することと致

します。これにつ いて本研究科では，６月１７日（木）の会議において承

認・最終決定を致しまし た。市教育委員会においても同様の運びとなり

ました。そして，７月１日（木） に覚書の調印式を予定しております。

市教育委員会と本研究科は，これまでにも幅広く連携・協力をしてきて

おります が，これを機に，とりわけ基礎的・実践的研究における協力関

係を充実強化し， 現代化な教育諸課題の解明に取り組むとともに，地元

のニーズや期待に応えてい きたいと考えております。

なお，本研究科は，既に平成１１年度に広島県教育委員会と同様の協

力覚書を交 わし連携協力関係を充実させてきています。

報道各社におかれましては，今回の趣旨をお酌みとり下さり，広く社会

に報道し てくだされば幸いでございます。この件についての問い合わせ

先は以下のとおり でございます。

上記，何卒宜しくお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

広島大学大学院教育学研究科

社会貢献検討委員会委員長　若元 澄男

（研究科長補佐、初等カリキュラム開発講座 教授）

ＴＥＬ：０８２－４２４－７１４６
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研究協力に関する覚書

（目的）

第１条

広島大学大学院教育学研究科（以下「研究科」という。）と東広島市教

育委員会 （以下「市教委」という。）は，学校教育及び生涯学習上の諸課

題に関する基礎 的・実践的研究について相互に連携を行い，その成果

を広島大学における学部等 の教育及び東広島市における学校教育及

び生涯学習を中心とした諸活動にそれぞ れ活用することで，学校教育及

び生涯学習上の諸問題の解決と充実を図る。

（実施機関）

第２条

前条に規定する連携は，研究科（その附属施設を含む。以下同じ。）と

市教委 （その所管する教育機関を含む。以下同じ。）の間で実施する。

（研究内容）

第３条

第１条の規定に基づき連携して実施する基礎的・実践的研究の内容

は，次のとお りとする。

（ア）教育における情報のネットワーク化に関すること。

（イ）学校評価に関すること。

（ウ）教員に求める資質・能力に関すること。

（エ）現職教員及び教員研究グループへの指導助言に関すること。

（オ）学習指導の改善充実に関すること。

（カ）生徒指導上の諸問題への対応に関すること。

（キ）生涯学習の推進に関すること。

（ク）その他両者が必要と認めるもの。

（連携の方法）

第４条

研究科と市教委の連携にあたっては，両者の代表者で構成する連絡

協議会を設置 し，重要事項について協議するとともに，具体的な連携内

容について協議するた め，連絡協議会の下に検討会議を設置する。ま

た，研究科と市教委は，それぞれ 連携窓口を設置し，研究の連携に当た

ってそれぞれの職員の派遣及び受入につい て協力すると共に，自ら有

する施設，機材及び蔵書等の利用についても，業務に 支障のない範囲

で双方便宜を供するものとする。

（経費）

第５条
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前条に規定する連携実施に当たり，研究に係る経費については，各機

関が負担す る。前項の規定にかかわらず，職員の派遣経費は，要請し

た側が負担する。

（有効期間）

第６条

この覚書の有効期間は，覚書締結の日から平成１７年３月３１日までと

する。た だし，この覚書の有効期間満了の日の３０日前までに，研究科と

市教委のいずれ からも改定の申入れがない時は，さらに１年間更新する

ものとし，その後もまた 同様とする。

（疑義の解決）

第７条

この覚書に定める事項に疑義が生じた場合又はこの覚書に定める事

項以外の事項 については，研究科と市教委が双方協議して別に定める

ことができる。

（補足）

第８条

この覚書に規定するもののほか，連携の細目について必要な事項は，

研究科と市 教委が協議して別に定めることができる。

この覚書は，２通作成し，研究科と市教委がそれぞれ１通を所持する。

平成１６年７月１日

広島大学大学院教育学研究科長 東広島市教育委員会教育長

中原　忠男 荒谷　信子


